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規制改革要望に関する照会 

事項名 診療報酬算定要件における「文書」の解釈の明確化 

省庁名 厚生労働省 

診療報酬算定の要件に、「文書」を用いた患者に対する説明や、「文書」での医師等に対

する情報提供などが要件となっている例（※）が存在。当該「文書」はいずれも書面のみ

を意味しているのか、電磁的記録も含むのかが明らかではない。 

※例えば以下が存在。

〇外来迅速検体検査加算

〇アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

〇こころの連携指導料（Ⅰ）

〇診療情報提供料（Ⅰ）

現行制度上、上記の外来迅速検体検査加算を始めとした「文書」の要件には、電磁的記

録を含むのか、厚生労働省より御回答願いたい。 

また、書面等を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結、機械での自動

化を基本とする「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）

も踏まえ、令和６年度診療報酬改定にあたって、「文書」の要件には電磁的記録を含むこ

とを明確化する必要があると考えるが、厚生労働省の方針を御教示願いたい。 

【回答】 

● 例示された個別の加算についての取扱いは、それぞれ以下の通り。

・外来迅速検体検査加算：取扱いについて明確化していない。

・アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料：取扱いについて明確化していない。

・こころの連携指導料（Ⅰ）：取扱いについて明確化していない。

・診療情報提供料（Ⅰ）：「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について（通知）（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）に明記されているとお

り、電子的方法によって作成・提供することが既に可能。

● 本件に関しては、「デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たなステー

ジにむけて～」（令和５年 11月２日閣議決定）においても記載されているとおり（※）、

令和６年度診療報酬改定において必要な検討を行った上で措置を講じることとしてい

る。 

（※）「デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たなステージにむけて～」（令和５年 11

月２日閣議決定）（抄） 
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診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる

項目について、デジタル原則に倣い医療現場において電磁的方法の活用が進むよう、2024年度診療

報酬改定において、関係ガイドラインを踏まえつつ、2023年度中に必要な検討を行った上で措置を

講ずる。 

 

● これについて、令和５年 12月８日の中央社会保険医療協議会（中医協）において、

「現時点においても、一部の書面については、電子的方法によって、個々の患者の診療

に関する情報等を他の保険医療機関等に提供する場合に、「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面におけ

る署名又は記名・押印に代わり、同ガイドラインに定められた電子署名を施すといった

事項を求めていることを踏まえ、どのように考えるか。」と論点提示をさせていただい

たところであり、引き続き、次期診療報酬改定に向けて、整理してまいりたい。 

 

（参考） 

○診療報酬算定の要件として「文書」での情報提供をすること等が要件になっている項目数：98 

 ※ 「診療報酬の算定方法」（平成 20 年 3 月 5 日号外厚生労働省告示第 59 号）に記載の診療報酬

点数のうち、「文書」が要件にあるコード（通則に記載があるものはそれに代える）を機械的に

計上 

 

〇上記のうち、電磁的方法による提供が可能な旨が明記されている件数：４ 

 ※ それ以外については、先の回答と同様、取り扱いについて明確な記載はないが、この取り扱い

について、令和６年度診療報酬改定に向けて整理を行う。 
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デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た
め
の
総
合
経
済
対
策
～
日
本
経
済
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に

向
け
て
～
（
令
和
５
年
1
1
月
２
日
閣
議
決
定
）
（
主
な
箇
所
抜
粋
）

1

(
医

療
・

介
護

分
野

に
お

け
る

デ
ジ

タ
ル

技
術

を
活

用
し

た
効

率
化

)

効
率

化
を

実
現

す
る

に
は

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

技
術

の
活

用
と

、
そ

れ
に

よ
る

生
産

性
向

上
の

結
果

を
診

療
報

酬
・

介
護

報
酬

制
度

へ
反

映
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

医
療

従
事

者
の

事
務

負
担

等
を

軽
減

す
る

た
め

、
診

療
報

酬
の

算
定

に
関

す
る

シ
ス

テ
ム

の
開

発
を

始
め

と
し

た
診

療
報

酬
改

定

Ｄ
Ｘ

等
の

推
進

を
行

う
。

報
酬

改
定

に
当

た
っ

て
、

常
勤

又
は

専
任

の
医

療
・

介
護

従
事

者
の

配
置

要
件

等
の

見
直

し
に

つ
い

て
、

医
療

及
び

介
護

の
質

の
担

保
を

前
提

に
、
柔
軟
な
働
き
方

を
推
進
す
る
方

向
で
検
討

し
、

20
23
年
度
中
に

所
要
の
措
置
を

講
ず
る
。

併
せ
て
、
報
酬
改
定

も
見
据
え
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
機
器

等

の
導

入
を

通
じ

た
生

産
性

向
上

が
促

さ
れ

る
よ

う
検

討
の

上
、

2
0
2
3
年

度
中

に
所

要
の

措
置

を
講

ず
る

。

マ
イ

ナ
保

険
証

の
利

用
促

進
や

環
境

整
備

を
進

め
る

た
め

、
医

療
機

関
・

保
険

者
へ

の
支

援
や

、
「

オ
ン

ラ
イ

ン
資

格
確

認
等

シ
ス

テ
ム

」
等

の
改

修
を

行
う

。
（

後
略

）

診
療

報
酬

改
定

時
の

医
療

機
関

等
に

よ
る

シ
ス

テ
ム

改
修

を
効

率
化

す
る

た
め

、
簡

易
に

報
酬

計
算

を
行

え
る

共
通

算
定

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

開
発

に
着

手
す

る
。

中
小

規
模

の
病

院
や

診
療

所
が

取
り

入
れ

や
す

い
標

準
型

レ
セ

プ
ト

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
の

開
発

を
継

続
す

る
。

（
後

略
）

診
療

報
酬

上
、

書
面

で
の

検
査

結
果

そ
の

他
の

書
面

の
作

成
又

は
書

面
を

用
い

た
情

報
提

供
等

が
必

要
と

さ
れ

る
項

目
に

つ
い

て
、

デ
ジ

タ
ル

原
則

（
※

7
2
）

に
倣

い
医

療
現

場
に

お
い

て
電

磁
的

方
法

の
活

用
が

進
む

よ
う

、
2
0
2
4年

度
診

療
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

関
係

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を

踏
ま

え
つ

つ
、

2
0
2
3
年

度
中

に
必

要
な

検
討

を
行

っ
た

上
で

措
置

を
講

ず
る

。

※
7
2
 
デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査
会
に
お
い
て
、
令
和
５
年

1
2
月
に
策
定
さ
れ
、
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
」
（
令
和
５
年
６
月
９
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
、
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
て
の
理
念
・
原
則
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
４

節
人

口
減

少
を

乗
り

越
え

、
変

化
を

力
に

す
る

社
会

変
革

を
起

動
・

推
進

す
る

５
．

人
手

不
足

等
に

対
応

す
る

制
度

・
規

制
改

革
及

び
外

国
人

材
の

活
用

中
医

協
総

－
２

５
．

１
２

．
８
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2

現
行
で
電
子
的
方
法
で
の
提
出
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て

○
既
に
、
一
部
の
様
式
に
つ
い
て
は
、

・
個
々
の
患
者
の
診
療
に
関
す
る
情
報
等
を
他
の
保
険
医
療
機
関
、
保
険
薬
局
等
に
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、

・
厚
生
労
働
省
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
遵
守
し
、
安
全
な
通
信
環
境
を
確
保
し
、

・
ま
た
、
書
面
に
お
け
る
署
名
又
は
記
名
・押
印
に
代
わ
り
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
ら
れ
た
電
子
署
名
を
施
し
た

上
で
あ
れ
ば
、
電
子
的
方
法
で
の
提
出
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

〇
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
令
和
4
年
3
月
4
日
保
医
発
0
3
0
4
第
1
号
）

別
添
１
の
２

＜
通
則
＞

医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
記
載
す
る
診
療
等
に
要
す
る
書
面
等
は
別
紙
様
式
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
当
該
様
式
は
、
参
考
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
示
し
て
い
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
様
式
で
あ
れ
ば
、
当
該
別
紙
様
式
と
同
じ
で
な
く

て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
当
該
別
紙
様
式
の
作
成
や
保
存
等
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
事
務
作
業
の
負
担
軽
減
等
の
観
点
か
ら
各
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
工
夫
さ
れ
た

い
こ
と
。

自
筆
の
署
名
が
あ
る
場
合
に
は
印
は
不
要
で
あ
る
こ
と
。

署
名
又
は
記
名
・
押
印
を
要
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
電
子
的
な
署
名
を
含
む
。

様
式

1
1
、
1
2
、
1
2
 の
２
、
1
2
 の
３
、
1
2
 の
４
、
1
3
、
1
6
、
1
7
、
1
7
 の
２
、
1
8
 に
つ
い
て
、
電
子
的
方
法
に
よ
っ
て
、
個
々
の
患
者
の
診
療
に

関
す
る
情
報
等
を
他
の
保
険
医
療
機
関
、
保
険
薬
局
等
に
提
供
す
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
を
遵
守
し
、
安
全
な
通
信
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
書
面
に
お
け
る
署
名
又
は
記
名
・
押
印
に
代
わ
り
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
ら
れ
た
電
子
署

名
（
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
準
拠
性
監
査
基
準
を
満
た
す
保
健
医
療
福
祉
分
野

P
K
I 
認
証
局
の
発
行
す
る
電
子
証
明
書
を
用
い
た
電
子
署
名
、
認

定
認
証
事
業
者
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
2
 年
法
律
第

1
0
2
 号
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
業
務
を

行
う
者
を
い
う
。
）
又
は
認
証
事
業
者
（
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
認
証
業
務
を
行
う
者
（
認
定
認
証
事
業
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
発
行
す
る
電

子
証
明
書
を
用
い
た
電
子
署
名
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
3
 号
）
に
基
づ
き
、
平
成

1
6
 年
１
月

2
9
 日
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
た
電
子
署
名
等
）
を
施
す
こ
と
。

中
医

協
総

－
２

５
．

１
２
．

８
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•
医
療
D
X
の
推
進
に
関
す
る
工
程
表
〔
全
体
像
〕
に
お
い
て
、
全
国
医
療
情
報
P
F
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
情
報
共
有
基
盤
の
整
備
、
共
有
等
が
可
能
な
医
療
情
報

の
範
囲
の
拡
大
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
や
救
急
時
に
患
者
の
医
療
情
報
を
閲
覧
で
き
る
仕
組
み
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
。
後
者
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
度
中
の
運
用
開
始
を
目
途
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

•
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
、
文
書
送
付
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
（
登
録
、
保
存
管
理
、
取
得
・
閲
覧
）
及
び
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
送

受
信
に
よ
る
診
療
の
質
の
向
上
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

•
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
、
６
情
報
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
（
登
録
、
保
存
管
理
、
取
得
・
閲
覧
）
及
び
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
医
療
情

報
を
踏
ま
え
た
質
の
高
い
診
療
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

•
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
今
般
閣
議
決
定
さ
れ
た
経
済
対
策
に
お
い
て
は
、
「
診

療
報

酬
上

、
書

面
で

の
検

査
結

果
そ

の
他

の
書

面
の

作
成

又
は

書
面

を
用

い
た

情
報

提
供

等
が

必
要

と
さ

れ
る

項
目

に
つ

い
て

、
デ

ジ
タ

ル
原

則
に

倣
い

医
療

現
場

に
お

い
て

電
磁

的
方

法
の

活
用

が
進

む
よ

う
、

2
0
2
4
年

度
診

療
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

関
係

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
踏

ま
え

つ
つ

、
2
0
2
3
年

度
中

に
必

要
な

検
討

を
行

っ
た

上
で

措
置

を
講

ず
る

。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

医
療
D
X
に
係
る
課
題
と
論
点
（
抜
粋
）

【
課
題
】

3

【
論
点
】

診
療
報
酬
に
お
け
る
書
面
要
件
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て

○
医
療
情
報
の
電
子
的
な
共
有
の
仕
組
み
の
構
築
が
進
む
中
で
、
診
療
報
酬
上
、
書
面
で
の
検
査
結
果
そ
の
他
の
書
面
の
作
成
又
は
書
面
を
用
い
た
情
報
提
供
等
が

必
要
と
さ
れ
る
項
目
に
つ
い
て
、
電
磁
的
な
方
法
に
よ
る
書
面
の
交
付
も
可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

〇
そ
の
際
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
一
部
の
書
面
に
つ
い
て
は
、
電
子
的
方
法
に
よ
っ
て
、
個
々
の
患
者
の
診
療
に
関
す
る
情
報
等
を
他
の
保
険
医
療
機
関
等
に
提
供

す
る
場
合
に
、
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
遵
守
し
、
安
全
な
通
信
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
書
面
に
お
け
る
署
名
又
は
記
名
・

押
印
に
代
わ
り
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
ら
れ
た
電
子
署
名
を
施
す
と
い
っ
た
事
項
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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